
「
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
」

に
よ
り
、廃
棄
物
の
焼
却（
野
外
焼
却
、野
焼

き
）は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。法
令
違
反
、産
業

廃
棄
物
の
焼
却
な
ど
は
、警
察
署
や
長
野
県
な

ど
と
連
携
し
て
対
応
し
て
お
り
、法
令
違
反
の

場
合
、個
人
は
5
年
以
下
の
懲
役
、1
、0
0
0

万
円
以
下
の
罰
金
ま
た
は
こ
の
併
科
、法
人
は

3
億
円
以
下
の
罰
金
な
ど
の
刑
罰
が
あ
り
ま

す
。（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法

律
第
25
条
、第
32
条
）

焼
却
禁
止
の
例
外
と
な
る

廃
棄
物
の
焼
却（
一
部
）

◦�

風
俗
習
慣
上
又
は
宗
教
上
の
行
事
を
行
う
た

め
に
必
要
な
廃
棄
物
の
焼
却（
ど
ん
ど
焼
き

等
の
地
域
の
行
事
に
お
け
る
不
要
と
な
っ
た

門
松
、し
め
縄
等
の
焼
却
な
ど
）

◦�

農
業
、林
業
又
は
漁
業
を
営
む
た
め
に
や
む

を
得
な
い
も
の
と
し
て
行
わ
れ
る
廃
棄
物
の

焼
却（
農
業
者
が
行
う
稲
わ
ら
、畔
の
草
等
、

林
業
者
が
行
う
伐
採
し
た
枝
条
等
の
焼
却
な

ど
）

◦�

た
き
火
そ
の
他
日
常
生
活
を
営
む
上
で
通
常

行
わ
れ
る
廃
棄
物
の
焼
却
で
あ
っ
て
軽
微
な

も
の（
た
き
火
な
ど
を
行
う
際
の
木
く
ず
等

の
焼
却
に
限
ら
れ
ま
す
）

身
近
な
火
災
に
注
意

問
建
設
水
道
課 

環
境
係

　☎
7
9
―
7
9
3
3（
直
通
）

原
消
防
署 

予
防
担
当

　☎
7
9
―
2
4
4
2（
直
通
）

廃
棄
物
の
焼
却

（
野
外
焼
却
、野
焼
き
）は

法
律
で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
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例外の焼却を実施する際には、悪臭などにより周辺の生活環境の保全上支障が出ないよう措置を講じて
ください。周辺住民から苦情があり、生活環境の保全上支障が生じている場合には、配慮や消火等の行政指
導の対象になります。

◦�時間・風向・量、よく乾燥させるなど
周辺の生活環境へ配慮してください。

◦�日頃から、周辺にお住まいの方とコ
ミュニケーションを取り、曜日や時間
に配慮したり、あらかじめ実施日時等
を伝えて理解を得ることでトラブルを
未然に防ぐこともできます。

事前の届出をお願いします

例外の焼却を実施する際には、火災予防の観点で事前の届出（火災とま
ぎらわしい煙または火災を発するおそれのある行為の届出）が必要な場合
があります。詳しくは原消防署にお問い合わせください。

原消防署
☎79-2442

周辺への配慮をお願いします

次のような相談が多く寄せられています

　　・洗濯物に臭いがついた。

・暑いのに窓が開けられない。

・長時間、いつも燃やしている。

・煙で体調が悪くなった、　　　　　

ぜんそくが悪化した。

・火災の危険を感じる。
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火災予防のポイント

諏訪広域消防 原消防署　宮澤 純樹さん

身近な事例に学ぶ

村内で非常に多いケースです！

たき火を行った際に火が完全に消え
る前にその場を離れてしまい、その後
枯れ草に着火し延焼拡大。
風が強い日にたき火を行

い、風に煽られ延焼が拡大
してしまう。

予防のポイント
・�火が完全に消えるまで絶対にその場
を離れない。

・�必ず消火できるものを準備する。
・�周囲の状況を把握する。燃えやすい
枯れ草の付近で行うのではなく、他
に燃え移らない場所で実施する。

・�気象を考える。風の強い日や空気が
乾燥している日は延焼拡大する可能
性があるため、焚火を行わない。

たき火等の不始末による火災

ガスバーナーを使用し
て草焼き等を行っている
最中に可燃物に
着火し火災とな
るケース。

ガスバーナー等による火災

予防のポイント
・�ガスバーナーを使用するときは説明書を読むなどして適切な使用方法により
使用する。

・�燃えやすいもの近くでは使用しない。
・�たき火による火災同様、風が強い日や、火災気象通報が出ており火災の危険
性が高い日は行わない。

・�必ず消火できるものを準備する。

薪ストーブおよび暖炉等の煙突内の煤やタール
に火がついて火災になる、ストーブをDIYなどで
設置したので煙突の周囲を不燃材で囲えてなく、
可燃性（木材）などで覆っているため、煙突との設
置部分から火災になる等。

予防のポイント
・�暖炉の煙突内は定期的に清掃し、煤等の付着物を取り除く。
・�ストーブの設置に関しては、専門業者に依頼し、確実な施工
を行う。

・�薪はストーブを購入する業者又は説明書を読むなどして適切
な量を入れてください。薪を詰め込みすぎると、大量の薪を
燃やすための酸素が足りなくなり不完全燃焼につながりま
す。

・�暖炉の近くに燃えやすいものを置かない。輻射熱で長時間周
辺の床や洗濯物などの可燃物を温め続けると徐々に温度が上
がって突然燃え始めることがあります。特にストーブを設置
する場所の床や壁に断熱処理を施していない場合、火災のリ
スクが高まります。

薪ストーブ又は暖炉による火災

火災を予防するために必要なのは、一人一人が火災を起こさないとい
う意識です。「これくらい火が消えているから一旦家に帰っても大丈夫」
という意識の甘さが火災に繋がります。火を点けたら完全に消えるまで
その場を離れない、風が強い日、火災気象通報が出ている日は火を使用
しない、燃えやすい物の近くで火は使用しない、火を使用するときは消
火できる物を必ず準備するなど、基本を守ることにより火災の発生は減
らせます。一人一人の防火に対する意識向上に努めましょう。
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昨年の火災発生状況から 
令和2年（1～ 12月）、全国の火災件数は34,691
件でした。これは、おおよそ1日あたり95件、15分
ごとに1件の火災が発生したことになります。その
出火原因として「たばこ」が最多で、続いて「たき火」
「こんろ」「放火」の順です。
村内では5件の火災が発生し、その内訳は「建物
火災」2件、「その他火災」3件、これらの火災による
死傷者はいませんでした。

火災が発生しやすい季節です
空気の乾燥や季節風により、火災が発生しやすい
気候になっています。火気の使用、取扱いには十分
注意してください。また、たき火を行うときは気象
状況を考慮するとともにその場を離れず、終わった
後は完全に消火してください。

住宅用火災警報器は設置しましたか？
火災による死者の5割以上は逃げ遅れです。その
逃げ遅れを防ぐ切り札は、住宅用火災警報器です。
寝室、また上階に寝室があるときは階段室に設置が
必要です。ただし、火災はどこで起きるか分かりま
せん。リビング等各部屋に設置しておくと安心です。

※設置されている家庭は確認を‼
住宅用火災警報器は、古くなると本体の寿命や電
池切れなどで、火災を感知しなくなることがあり、
とても危険です。住宅用火災警報器に表示されてい
る「製造年」を確認して10年を目安に交換してくだ
さい。また作動確認をした際、正常なメッセージが
鳴らない場合は電池切れの可能性があります。併せ
てご確認ください。

令
和
3
年
度
全
国
統
一
標
語

『
お
う
ち
時
間
家
族
で
点
検
火
の
始
末
』

春
の
火
災
予
防
運
動

3
月
1
日（
火
）～
3
月
7
日（
月
）

原村文化財マスコット「火の女神
フゥーちゃん」と共に村内の火災
予防の広報を実施しています。
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自宅等に太陽光発電設備を設置し、太陽光発電による固定価格買取制度に基づいてその余剰電力、または電力
の全量を電力会社に売却している場合、その収入は所得税及び復興特別所得税の確定申告または村県民税の申告
をしていただく必要があります。
申告はお済みですか？売電収入の申告は毎年必要となりますので、ご確認ください。

所得によって申告方法が異なります
●売電収入の所得金額が20万円を超える方　→　確定申告
●売電収入の所得金額が20万円以下の方　　→　村・県民税の申告
※�売電の所得金額が20万円以下であっても、還付申告等により確定申告が必要な要件に該当する方は、確定（修正）申
告に売電分を含めて税務署で申告していただく必要がありますのでご留意ください。
※�固定価格買取制度の終了等で売電収入が減少し、減価償却費等の経費を差し引くとマイナスとなる場合は、税務係へ
ご連絡ください。

売電収入の所得金額の計算方法を確認しましょう
●売電収入は、雑所得（または事業所得）として申告します。

売電所得（雑所得）　＝　売電収入　－　（減価償却費　＋　その他必要経費）

説　　　　　　明

売 電 収 入 太陽光発電等の電力を電力会社へ売って得た収入で、1月から12月までに支払われた金額の
合計

減 価 償 却 費

（設置費用－補助金）×償却率×償却期間×売電割合
◆償 却 率　⇒　0.059（耐用年数17年）
◆償却期間　⇒　令和3年5月に設置した場合は8/12になります。
◆売電割合　⇒　年間売電量÷年間総発電量

その他必要経費 （発電設備設置に係る借入金の利息など）×売電割合

（売電収入の所得金額の計算例）

例　　◦売電収入　…………　　20万円　　　◦年間売電量　…………　4,000kw
　　　◦設置費用　…………　180万円　　　◦年間総発電量　………　5,000kw
　　　◦補助金額　…………　　30万円　　　◦設置日（償却期間） …　令和３年5月（8/12）

・売 電 収 入　＝　200,000円
・減価償却費　【（設置費用－補助金）×償却率×償却期間×事業専用割合】
　　　　　　　＝（180万円　－　30万円）×��0.059　×　8/12　×（4,000kw/5,000kw）
　　　　　　　＝　47,200円
・ 売電所得（雑所得）　＝　200,000円　－　47,200円　＝　152,800円

令和3年1月から12月までの売電収入の申告は、3月15日（火）までにしましょう。
申告に必要な書類は、税務係の窓口に設置してありますので、ご利用ください。

太陽光発電による電力売電収入の
申告はお済みですか？

住民財務課�税務係　☎79-7923（直通）問
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環境メモ
ちょこっと

ジ
ュ
ー
ス
や
ビ
ー
ル
の
空
き
缶
・

ス
プ
レ
ー
缶
・
お
酒
や
調
味
料
の

空
き
瓶
は
不
燃
物
コ
ン
テ
ナ
に

入
れ
て
い
い
で
す
か
？

い
い
え
、不
燃
物
コ
ン
テ
ナ
に
入
れ
て
は
い
け

ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
の
缶
類
・
ビ
ン
類
は「
資
源

物
」と
し
て
収
集
し
て
い
ま
す
。毎
月
第
2
木
曜
日

の
各
地
区
の
収
集
ま
た
は
第
4
土
曜
日
の
役
場
駐
車

場
で
の
収
集
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。こ
の
ほ
か
に
諏

訪
南
リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー
に
直
接
持
ち
込
む
こ
と

も
で
き
ま
す
。

ジ
ュ
ー
ス
や
ビ
ー
ル
の
空
き
缶
の
ほ
か
に
缶
詰
・

ミ
ル
ク
・
お
菓
子
な
ど
の
空
き
缶
も
同
じ
方
法
で
集

め
て
い
ま
す
。

ア
ル
ミ
缶
が
少
し
つ
ぶ
れ
て

し
ま
い
ま
し
た
。

資
源
物
に
な
り
ま
せ
ん
か
？

缶
類
は
潰
さ
ず
に
出
す
よ
う
お
願
い
し
て
い
ま

す
が
、こ
れ
は
リ
サ
イ
ク
ル
の
過
程
で
缶
プ
レ

ス
機
に
か
け
て
大
き
な
塊
に
す
る
際
に
く
っ
つ
き
や

す
く
す
る
た
め
で
す
。多
少
の
へ
こ
み
は
問
題
あ
り

ま
せ
ん
。

ス
プ
レ
ー
缶
の
外
側
の
汚
れ
が

取
れ
ま
せ
ん
。

資
源
物
に
な
り
ま
せ
ん
か
？

ス
プ
レ
ー
缶
は
汚
れ
が
落
ち
な
い
場
合
も
資
源

物
と
し
て
出
し
て
く
だ
さ
い
。ス
プ
レ
ー
缶
を

不
燃
物
コ
ン
テ
ナ
に
出
す
と
運
搬
や
処
理
の
過
程
で

事
故
が
起
こ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

QAQAQA

［　今回は、空き缶・空き瓶の分別に関するＱ＆Ａです　］

住民税非課税世帯等に対する臨時特例給付金の
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください！

自宅や職場などに県・村や国（の職員）などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、
原村役場や駐在所または警察署・警察相談専用電話（#9110）にご連絡ください。

※�住民税非課税相当とは、世帯員全員のそれぞれの年収見込額（令和3年1月以降の任意の1か月収入×12倍）が市町村民税均等割
非課税水準以下であることを指します。

以下のいずれかに該当する世帯に対し、1世帯あたり10万円を支給します。
❶�世帯全員が令和3年度「住民税均等割が非課税」の世帯（確認書）
❷�新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、世帯全員が「住民税非
課税相当」※となった世帯（申請書）

支給額と支給対象

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
（受給には、手続きが必要です）

保健福祉課 福祉係
原村地域福祉センター内

☎79-7092（直通）

申 請 先
❶村が確認書を送付してから３か月
❷令和4年9月30日（金）まで

申 請 期 日
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3月～ 4月は転出・転入・進学・就職の季節です。
転出・転入・社会保険の加入となった方などは国保の届出が必要になります。適正な保険税賦課・保険給付のた
めにも、届け出をしてください。

こんなときは原則14日以内に届け出を
全ての届け出に必要なもの

①来庁される方の本人確認書類（運転免許証等）　　②印鑑　　③マイナンバーのわかるもの
※同一世帯以外の方が届け出される場合は委任状が必要です。
※国保税の納付方法を口座振替にされる場合は、銀行の通帳及び印鑑をお持ちください。

国民健康保険に加入するとき

こんなとき 各届け出に必要なもの 国民健康保険加入日

村外から転入したとき ・�転出証明書 転入した日

職場の健康保険をやめたとき
・�職場の健康保険をやめた日が分かるもの
　�（離職票、健康保険の資格喪失証明書等）
　�※�被扶養者の方がいる場合は、記載されているもの

職場の健康保険の資格喪失日
（退職日の翌日）

他の健康保険の被扶養者から
はずれたとき

他の健康保険をはずれた日が分かるもの
（健康保険の資格喪失証明書） 他の健康保険の資格喪失日

国民健康保険をやめるとき

こんなとき 各届け出に必要なもの 他の健康保険加入日

村外へ転出するとき ・�被保険者証 村外の市区町村へ転入した日
（転入日）

職場の健康保険に
加入したとき

・�国保と新たに加入した両方の被保険者証
　�※�国保を脱退される全員分の被保険者証をお持ち

ください

職場の健康保険に加入した日
（資格取得日）

他の健康保険の被扶養者に
なったとき ・国保と新たに加入した両方の被保険者証 他の健康保険に加入した日

（資格認定日）

国民健康保険の届け出はお早めに
保健福祉課 医療給付係　☎79-7926（直通）問

国保だより

やめる手続きが遅れると
・�国保の届け出をしないと重複して保険税（料）を支
払っている場合があります。
・�職場等の保険に加入されても、国保は自動的に喪失
とはなりません。必ず届け出を行ってください。
・�他の健康保険資格取得（認定）日からは、新しい被保
険者証を使用してください。原村国保の被保険者証
を使用するとあとで原村国保が負担した医療費を返
還していただく場合があります。
・�資格喪失後の被保険者証の回収にご協力ください。

進学のために転出する学生の 
被保険者証について

・�対象になる方は、届け出をすることにより引き続き
原村国保に加入できます。
　［対象者］�原村から転出された学生の方で引き続き

原村国保の被保険者証が必要な方。
　［持ち物］�①本人確認書類　②印鑑�

③学生である証明書（学生証や在学証明書）�
④マイナンバーのわかるもの�
⑤被保険者証
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